
Let's Challenge！！ 
 

中学生から高校生世代までの 

          英検検定料を補助します。 
 

 

中之条町では、英語検定の受検に対し、その保護者に英語検定料を補助します。 

 

① 補助対象者 

町内に在住する中学生及び高校生世代の人 
 

※高校生世代の人とは 

16 歳になる年度の４月１日から満 18 歳の誕生日以後の最初の３月 31 日までの人 

ただし、４月１日生れは 18 歳の誕生日の前日までの人 
 

② 補助対象検定 

   公益財団法人日本英語検定協会が実施する 

実用英語技能検定(従来型英検) ・ 英検Ｓ－ＣＢＴ ・ 英検Ｓ－Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗ 

 

③ 補助対象受験級及び補助額 

      本チラシの裏面に記載している一覧表をご覧ください。 

 

④ 申請期限 

      令和７年３月３１日まで随時受付 

 

 

英検は１種類だけではありません！（英検Ｓ－ＣＢＴ・英検Ｓ－Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗについて） 
 

 

英検Ｓ－ＣＢＴの特徴 
 

    ① 毎週土日開催で試験日を選べる 
 

       時間が無いなかでも、自分の都合や学校・部活の行事に合せて受験できます。 
  

    ② 級認定、英検ＣＥＳスコアは従来型英検と同じ 
 

       短期間の試験でも、級認定・試験の内容は従来型英検と同じです。 

  

 

 

 

英検Ｓ－Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗの特徴 
 

    合理的配慮が必要な障がい等のある受験生のみが受験可能 
 

    従来の英検では対応が難しい中でも、英検Ｓ－Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗは受験中の柔軟な対応が可能です。 



★申請方法について★ 
 

【個人で受験する場合】 
 

   次の書類を、こども未来課へ提出してください。 
 

提出書類一覧 

① 補助金交付申請書（町ホームページからダウンロードできます） 

 ※ダウンロード先 https://www.town.nakanojo.gunma.jp/site/kyouiku/6064.html 

② 受験を確認できる書類（合否通知の写しなど） 

③ 検定料の領収書（写し）または受験票（写し） 

 

【町立中学校で団体受験する場合】 
 

   中之条中学校及び六合中学校で申込みを取りまとめ、学校が補助金の申請や検定料の

支払いを行います。（２級受験まで） 

 

★補助対象受験級及び補助額一覧表★ 
 

 
 

★問い合せ★ 
 

●中之条町教育委員会 こども未来課  ℡：0279-75-8850 
 

●検定料や英検に係る詳細については、公益財団法人日本英語検定協会のホームページ

をご確認ください。（http://www.eiken.or.jp/) 

中学１年生 中学２年生 中学３年生 高校生世代

9,100

(6,900)

8,500

(6,100)

6,900

(5,000)

4,700

(2,900)

１回／年 ２回／年 ３回／年 １回／年

検定料の

１／２

※検定料の(　)書きは、準会場での検定料

※準会場とは、学校などから団体申込をし、申込団体が設置した試験会場で受験すること
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